	項　目
	配点の水準
	ポイント
（該当するものに〇）
	提出書類

	1 生産性向上のための設備投資
	単純な機械更新ではない新規の機械設備の導入であり、作業時間の削減や生産量の増加、販売単価の向上等が見込まれる設備投資に該当している。
	
3
	―

	1 面積の拡大
	前年の経営面積に対して、3年以内に15％以上拡大する
	5
	令和7年の作付面積が分かる資料（令和7年度確定申告書類等）

	
	前年の経営面積に対して、3年以内に10％以上拡大する
	4
	

	
	前年の経営面積に対して、3年以内に5％以上拡大する
	3
	

	③浜田市振興品目等への取り組み　
	大粒ぶどう、西条柿、赤梨、有機農産物の栽培に取り組んでいる。
	1
	―

	④有機JAS認証の取得状況
	栽培する農林産物について有機JAS認証を取得している。
	1
	認証書等の写し。（取得している場合）

	
	栽培する農林産物について有機JAS認証を3年以内に取得予定。
	3
	

	⑤地域計画
	地域計画で10年後も地域内の農業を担う者（目標地図に位置付ける者）となっている。
	2
	―

	⑥過去の事業活用
	申請者が、本事業実施年度の前年度に、本事業の活用をしていない。
	3
	―

	
	合　計
	
	


産地振興事業　配分基準及び提出書類（令和8年度版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　

（備考）
・以上①～⑥のポイントの合計数が5ポイント以上の者を、事業対象者とする。
・②のポイントを採用した場合、目標を達成するまで、次年度以降の申請では採用できないものとする。
・④のポイント（3年以内に取得予定である）を採用した場合、取得するまで、次年度以降の申請では採用できないものとする。
